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【別紙３-①】 

事業再評価調書                                   独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 大阪駅北大深西地区 

 所 在 大阪府大阪市北区大深町ほか 

 事 業 手 法 土地区画整理事業 

 地 区 面 積 約 19.3ha 

 採 択 年 度 平成 27 年度 

 評 価 の 区 分 再評価実施後に５年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 
ＪＲ大阪駅、阪急電鉄・阪神電鉄大阪梅田駅、大阪メトロ梅田駅に近接 

現 況 等 
・従前土地利用：JR 大阪駅北側の梅田貨物駅跡地 

・地区内にて、大阪市の連続立体交差事業による JR 東海道線支線の地下化工事が施工中 

事 業 の 経 緯 

平成 23 年４月  

平成 27 年 11 月 

平成 28 年６月 

平成 29 年 12 月 

平成 30 年７月 

 

平成 30 年８月 

平成 31 年３月 

令和元年９月 

令和５年２月 

令和６年９月 

令和６年 12 月 

都市計画決定（土地区画整理事業区域、連立事業） 

土地区画整理事業認可 

仮換地指定・保留地の決定 

保留地公募（開発事業者募集）開始 

保留地譲渡先決定 

（開発事業者決定（三菱地所㈱を代表者とするグループ）） 

開発事業者と土地譲渡契約を締結 

都市計画決定（防災公園） 

事業計画変更認可（資金計画、区域変更） 

事業計画変更認可（資金計画） 

先行まちびらき 

事業計画変更認可申請（資金計画） 

そ の 他 本事業と一体的に土地有効利用事業と防災公園街区整備事業を実施 

計 画 諸 元 

土地利用計画 

 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共 

用地 

道路 2.7ha 14% 10.0ha 51% 

公園 － － 0.1ha 1% 

計 2.7ha 14% 10.1ha 52% 

宅地 16.6ha 86% 9.2ha 48% 

合計 19.3ha 100% 19.3ha 100% 
 

1. 

事業目的

等 

事 業 の

目的 

関西の各拠点との結節点としての機能強化に向け、貨物駅跡地を中心とす

る当地区において土地の再編、都市計画道路等の公共施設の整備及び貨物

駅跡地の有効高度利用を図る。 

機 構 参

画 の 意

義 

大阪市施行の鉄道事業や民間開発と連携しつつ、中立・公平な公的事業主

体として基盤整備を推進するとともに、機構施行の土地区画整理事業を通

じて、貨物駅跡地を活用し、都市計画道路等の公共施設や「うめきた２期

区域まちづくりの方針」を実現するための民間活用用地を整備することに

より、国際競争力のある拠点の創出を支援する。 
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2.政策効果分析 Ｂ／Ｃ＝事業全体：2.39（残事業：2.25） 

3． 

事 業 を 実施

することによ

る効果・影響 

 

都市機能の

高 度 化  

・土地有効利用事業により土地を取得し、まちづくり方針に基づき

民間による都市再生を誘導 

・梅田貨物駅跡地の高度利用を図り、新産業創出機能を担う中核施

設を核とした新しい都市機能拠点を形成 

都市活動を

支える基盤

整 備 

・都市計画道路、区画道路を整備することにより、豊かな歩行者空

間を創出 

・公共施設整備に民間提案を取り入れ、大阪駅前にふさわしい質の

高い公共空間を実現 

4． 

実 施 環 境 

1） 

事業の進捗 

○進捗状況 

・関連事業（鉄道地下化、新駅整備）を含む基盤整備、民間開発誘導、法手続

き等が順調に進捗しており、今後も概ね当初スケジュール通り事業進捗する

見込み 

（令和６年 12 月末時点の進捗率） 

  ・工事費：約 51％ 

  ・仮換地指定：約 100％ 

  ・使用収益開始：約 56％  

  ・保留地処分：100％ 

○今後の計画 

・令和９年３月 換地処分（予定） 

2） 

事業リスクの

見込み 

第３回事業計画変更にて、物価高騰等を含めた事業費の増加額を計

上済 

3） 

コスト縮減や

新技術・制度

等の導入 

― 

対応方針案 

 事業継続 

対 応 方 針 案

決定の理由 

 

・事業が相当程度進捗し、節目となる先行まちびらきを迎えた。 

・事業完了に向け、コスト縮減に努めながら、基盤整備等を着実に実施す

る。 

以上のことから「事業継続」 
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大阪駅北大深西地区（土地区画整理事業） 

位 置 図 

 
 

区 域 図 

 

 

大阪駅北大深西地区 

© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」 

大阪駅北大深西地区 

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 168 
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【別紙３-②】 
 

事業再評価調書                                  独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 大深町公園（うめきた公園） 

 所 在 大阪府大阪市北区大深町 

 事 業 手 法 都市公園事業 

 地 区 面 積 約 4.4ha（全体は 23.7ha） 

 採 択 年 度 令和２年度 

 評 価 の 区 分 事業採択後５年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 

ＪＲ大阪駅、阪急電鉄・阪神電鉄大阪梅田駅、大阪メトロ梅田駅に近

接 

現 況 等 

・従前土地利用：JR 大阪駅北側の梅田貨物駅跡地 

・機構の土地区画整理事業及び大阪市の連続立体交差事業によるＪＲ東海

道線支線の地下化工事が施工中 

事 業 の 経 緯 

平成 27 年５月 

平成 27 年７月 

平成 27 年７月 

平成 27 年 10 月 

平成 31 年３月 

令和元年度 

令和２年６月 

令和６年９月  

大阪市から防災公園街区整備事業に係る事業要請 

防災公園街区整備事業に関する基本協定締結 

直接施行の同意 

土地売買契約 

都市計画決定（都市公園） 

新規採択時評価 

都市計画事業承認 

先行まちびらきにより一部開園 

そ の 他 本事業と一体的に土地区画整理事業と土地有効利用事業を実施 

計 画 諸 元 

 

事項 
現行計画 

公園 (市街地) 

整備面積 約 4.4ha （約 19.3ha） 

用途 防災公園 （道路、公園、宅地） 
 

1. 

事業目的

等 

事 業 の 目

的 

・大阪市地域防災計画において、広域避難場所として位置付けられてい

るうめきた地区の中核となる公園であり、大規模災害時の一時退避スペ

ースや救助活動等を行うために必要な空間を確保する。 

・まちづくりの目標である『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』の実現をめ

ざし、都心部における比類ない魅力を持った大規模な「みどり」の空間の創出

を図る。 

機 構 参 画

の 意 義 

・防災公園街区整備事業の活用により、公民連携による質の高い公園整備を

実現 

・ＵＲが有する豊富な防災公園の実績と技術的ノウハウを活かし、地域の性を

向上 
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2.政策効果分析 Ｂ／Ｃ＝１．６８ 

3． 

事業を実施

す る こ と に

よ る 効 果 ・

影響 

地 域 の 

防 災 性 向 上 

避難圏域の有効避難面積の改善 

（整備前 0.6 ㎡/人→整備後 2.1 ㎡/人） 

防 災 機 能 の 

確 保 

民間施設と連携してマンホールトイレ、備蓄倉庫、非常用照明など

の防災機能を確保 

4． 

実 施 環 境 

1） 

事業の進捗 

・令和６年９月に一部開園（約 3.4ha） 

・令和９年春頃に全体開園予定（約 1.0ha 追加供用） 

2） 

事業リスクの

見込み 

工事の完了に向け順調に進捗しており、残事業費も限られることか

ら、現時点で想定される大きなリスクはない。 

3） 

コスト縮減や

新技術・制度

等の導入 

― 

対 応 方 針

案 

 事業継続 

対 応 方 針 案

決定の理由 

 

・令和６年９月の先行まちびらきにより一部開園し、令和９年春頃に全体

開園を予定している。 

・公民連携により都心部に「みどり」の空間を創出し、災害時の避難地確

保とともに、賑わい創出や交流の拠点の形成が期待される。 

以上のことから「事業継続」 
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大深町公園（都市公園事業） 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 域 図 

  

 

© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」 

大深町公園(うめきた公園) 

画像提供：グラングリーン大阪開発事業者 

- 7 -



【別紙３-③】 

事業再評価調書                         独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 羽田空港跡地地区 

 所 在 東京都大田区羽田空港一丁目、二丁目の各一部 

 事 業 手 法 土地区画整理事業 

 地 区 面 積 約 16.5ha 

 採 択 年 度 平成 27 年度 

 評 価 の 区 分 再評価実施後に５年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 
京浜急行・東京モノレール「天空橋駅」を包含 

現 況 等 

• 従前土地利用：羽田空港西側の滑走路等跡地 

• 現在は一部産業交流拠点である HICity が開業し、交通広場等が供用 

開始済 

事 業 の 経 緯 

平成 20 年３月 

 

 

羽田空港跡地利用基本計画の策定 

（羽田空港移転問題協議会 構成：国土交通省、東京

都、区） 

平成 22 年 10 月 

 

羽田空港跡地まちづくり推進計画の策定 

（国、都、区） 

平成 23 年 12 月 

 

国際戦略総合特区「アジアヘッドクォーター特区」の区域

指定 

平成 26 年５月 東京圏国家戦略特区に位置づけ 

平成 26 年９月 

 

羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会（内閣

府）が発足 

平成 27 年７月 羽田空港跡地第１ゾーン整備方針の策定（区） 

平成 27 年９月 大田区から機構へ施行要請 

平成 28 年２月 都市計画決定(街路等、公園、区画整理) 

平成 28 年 10 月 事業計画認可 

平成 28 年 11 月 特定都市再生緊急整備地域に指定 

平成 29 年４月 全宅地の仮換地指定実施 

令和２年７月 まちびらき 

令和５年 12 月 都市計画変更（公園） 

令和６年 12 月 事業計画変更認可（土地利用、資金計画、事業期間） 

そ の 他 
沖合展開事業（昭和 59 年から開始）、その後の空港再拡張事業（平成 16 年度から

開始）に伴い、空港跡地化 
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計 画 諸 元 

土地利用計画  
 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共用地 0.0ha 0% 6.5ha 39% 

宅地 16.5ha 100% 10.0ha 61% 

合計 16.5ha 100% 16.5ha 100% 
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1. 

事業目的等 

事 業 の 目 的 

国際拠点空港に隣接し、多摩川及び海老取川に囲まれた環境を

活かした産業交流拠点機能の形成に向け、宅地の整備、公共施

設の整備等を図る。 

機 構 参 画 の

意 義 

・  中立・公平な公的事業主体として、宅地整備や基盤整備のほ

か、施設立地に向けて土地所有者航空局・土地取得予定者大

田区との調整を行い、多様な都市機能が集積する産業交流拠

点機能の形成を支援 

・  既存インフラの事業者、鉄道事業者との施工調整に加え、整備

後宅地における施設整備も含めて輻輳する工事を調整 

2.政策効果分析  B／C ＝ 事業全体 ： 1.50 （残事業 ： 2.34） 

3. 

事 業 を実 施

することによ

る 効 果 ・ 影

響 

低 未 利 用 地

の 活 性 化 

跡地の再編、供給処理施設整備等による宅地の利用増進によ

り、多様な都市機能が集積 

都市活動を支

える基 盤 整 備 

国際拠点空港至近部における都市計画道路、駅前広場の整備

により、交通結節点を形成し、空港周辺の各拠点と連携 

良 好 な 都 市

環 境 の 整 備 

大田区が定める整備方針に基づく公共施設整備、民間立地誘導

による、潤いのある都市景観の形成 

4. 

実 施 環 境 

1） 
事 業 の 進 捗 

〇進捗状況（令和７年３月末時点の進捗率） 

・交通広場、６号線、４号線（一部歩道仕上げを除く）と、HICity部分の

宅地（保留地・国交省換地）は整備済 

・残る区画道路の整備と公園部分の粗造成等を実施中で、令和７

（2025）年９月末に工事完了予定 

・工事費：約85％       ・仮換地指定：100％ 

・使用収益開始：約59％  ・保留地処分：100％ 

〇今後の計画 

・令和 ７（2025）年９月  工事完了 

・令和 ８（2026）年12月 換地処分 

2） 
事 業 リスクの
見 込 み 

工事完了に向け、順調に進捗していることから、現時点で想定さ

れる大きなリスクはない。 

3） 
コ ス ト 縮 減 や
新技術・制度
等 の 導 入 

― 

対応方針案  事業継続 

 
対応方針案 

決定の理由 

・令和２（2020）年に、交通広場と関連する区画道路が完成し、まちづく

りが概成。並びに、産業交流拠点施設の一部が開業し、令和５

（2023）年には、産業交流拠点施設が全面開業 

・令和７（2025）年９月には区画道路等の公共施設整備が完成予定で、

事業計画通り進捗しており、当地区における産業交流拠点機能の形

成が期待される。 

以上のことから「事業継続」 
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羽田空港跡地地区〔土地区画整理事業〕 

位 置 図 

 区 域 図 
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